
資料３ 

 

校名、校章、校歌決定までの流れについて 

 

 学校の統合に伴い、校名、校章、校歌を新たに制定する場合、決定までの流れは、概ね以下のとおり

となります。 

 

 

１　校名の決定方法（校名変更の有無の決定についても含む）

R7.6

公募の場合 非公募の場合

公募及び候

補選定

　　市議会議決

２　校章・校歌の決定方法

R8.4

公募の場合 非公募の場合

R8.9

準備委員会で公募、非公募を検討する

準備委員会で協議

　１　公募期間、公募方法など

　２　応募資格

準備委員会で検討

　１　地域やＰＴＡの意見集約

　２　意見集約結果をもとに協議

　３　校名の候補を選定

準備委員会で協議（最終案）

最終案を選定

教育委員会の承認、市議会の議決を経て確定

校歌のキーワード、校章のデザイン

等を公募し、候補を選定

選定者に作詞、作曲、デザインを依

頼

教育長の決裁を経て確定

R8.3

R8.11

　・公募する場合 ⇒ 公募内容、応募資格などを検討

　・非公募の場合 ⇒ 作成方法（誰が校章、校歌の原案を作成するのか）

（１）公募、非公募の検討

　　⇒校歌の作詞、作曲を依頼する候補者の選定

　　⇒校章の作成候補者の選定

準備委員会で協議


